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資 　 料
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　　資　料

Ⅰ　介護給付等対象サービスの事業量の見込み

 
（単位：人、千円）

※市町村介護保険事業計画における推計値を集計したもの

※施設系サービス：介護保険施設及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

※居住系サービス： 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、

認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

及び地域密着型特定施設入居者生活介護
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Ⅱ　岡山県の人口構造・高齢者（65歳以上）の状況

1　人口構造 
（単位：人）

資料：国勢調査

2　高齢者のいる世帯の状況の推移 
（単位：世帯、％）

資料：国勢調査
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　　資　料

3　高齢者の住居状況 
（単位：世帯、％）

資料：平成27（2015）年国勢調査

4　一人暮らし高齢者の状況 
（単位：人、％）

資料：平成27（2015）年国勢調査

5　高齢者の就業状況 
（単位：人、％）

資料：平成27（2015）年国勢調査
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6　老人クラブの加入状況 
（単位：人、％）

資料：福祉行政報告例、岡山県毎月流動人口調査

※各年度末現在（ただし、60歳以上人口は毎年10月 1 日現在）

7　高齢者の市町村別状況
 （単位：人）

資料：岡山県毎月流動人口調査（全国は総務省統計局人口推計月報・概算値）

※令和 2（2020）年10月 1 日現在

※高齢化率は、総人口（年齢不詳を除く）に対する高齢者数の割合
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　　資　料

8　圏域別年齢区分別人口構成比

資料：岡山県毎月流動人口調査

※令和 2（2020）年10月 1 日現在

9　高齢者医療の現状

【後期高齢者医療制度】（国制度）

平成20（2008）年 4月 1日から老人保健制度に代えて開始

ア　対 象 者 75歳以上の者

 65～74歳の一定の障害のある者

イ　一部負担金 原則として医療費の 1割

 現役並み所得者は 3割

ウ　実 施 主 体  後期高齢者医療広域連合（窓口業務及び保険料徴収事務は市町

村）

後期高齢者医療の実施状況

資料：厚生労働省「後期高齢者医療事業年報」
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10　要支援・要介護認定者数等

⑴　要支援・要介護認定者数の推移 
（単位：人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 2年 3月末は「同（月報）」

⑵　要支援・要介護認定者数 
（単位：人）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和 2年 3月末は「同（月報）」
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　　資　料

⑶　県内市町村の要介護度別認定率 
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 2（2020）年 3月末
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⑷　県内市町村の要介護度別認定率（年齢調整済み） 
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 2（2020）年 3月末、

総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

※認定率を比較するため、地域間の人口構造（性・年齢構成）の差による影響を除いて比較可能とな

るよう、全国の第 1号被保険者の性別・年齢階級別の人口構造を用いて調整計算された認定率
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　　資　料

⑸　都道府県の要介護度別認定率 
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 2（2020）年 3月末
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⑹　都道府県の要介護度別認定率（年齢調整済み） 
（単位：％）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」令和 2（2020）年 3月末、

総務省「住民基本台帳人口・世帯数」

※認定率を比較するため、地域間の人口構造（性・年齢構成）の差による影響を除いて比較可能とな

るよう、全国の第 1号被保険者の性別・年齢階級別の人口構造を用いて調整計算された認定率
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　　資　料

11　サービスの利用状況

⑴　サービス受給者数の推移 
（単位：人／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」
※居宅サービス、地域密着型サービスには、それぞれ介護予防サービス、地域密着型介護予防サービ
スを含む。

※サービス間の重複利用がある。
※平成12年度の居宅サービス、施設サービス及び平成18年度の地域密着型サービスは11か月分の 1か
月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均
※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サービス
から地域密着型サービスへ移行

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスから地
域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サー
ビス分から）

⑵　主な居宅（介護予防）サービスの利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給
付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数
※平成12年度は11か月分の 1か月平均
※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均
※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サービス
から地域密着型サービスへ移行

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスから地
域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サー
ビス分から）
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⑶　主な地域密着型（介護予防）サービスの利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成18年度等、サービス開始年度は11か月分の 1か月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護は、平成24年 4 月サービス分

から。

※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護（利用定員19人未

満）が、居宅サービスから地域密着型通所介護へ移行

⑷　居宅（介護予防）サービス、地域密着型（介護予防）サービスの支給限度基準額

に対する平均利用割合

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元年度は「同（月報）」、令和 2年度は国保

連合会で審査済の介護給付費明細書に係るもの

※居宅（介護予防）サービス及び地域密着型（介護予防）サービスについては、要介護度に応じた「支

給限度基準額」（保険対象費用の上限）が設定されている。（ただし、両サービスのうち、（介護予防）

居宅療養管理指導及び施設系・居住系のサービスは、対象外）

※「平均利用単位数」は、対象サービスの総利用単位数を利用者数で除して計算（ここでは、居宅介

護支援及び介護予防支援（ケアマネジメント）の件数を「利用者数」としている。）
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　　資　料

⑸　施設系・居住系のサービスの利用状況等

①　施設系のサービスの利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12年度の各欄、平成18年度の地域密着型サービス及び平成30年度の介護医療院は11か月分の 1

か月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

②　施設系のサービスの要介護度別の利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12年度及び平成18年度は11か月分の 1か月平均

※令和元～ 2年度は当月サービス分
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③　施設サービスの受給者数 
（単位：人／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※平成12年度の各欄及び平成30年度の介護医療院は11か月分の 1か月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

※平成19年度からは、同一月に 2施設以上で施設サービスを受けた場合、施設ごとにそれぞれ受給者

数を 1人と計上するが、計には 1人と計上しているため、 4施設の合算と計が一致しない。

④　施設サービスの要介護度別の受給者数 
（単位：人／月）

資料：平成17年度以前は厚生労働省「介護保険事業調査」、平成18～30年度は同「介護保険事業状況

報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※平成18年度は11か月分の 1か月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均



− 111 −

　　資　料

⑤　居住系のサービスの利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※介護予防を含む。

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12～13年度は統計が無い。

※認知症対応型共同生活介護は、平成18年 3 月サービス分までは居宅サービス、平成18年 4 月サービ

ス分から地域密着型サービスに位置づけられている。

※平成18年度の地域密着型特定施設入居者生活介護は11か月分の 1か月平均

※令和 2年度は 3月サービス分から 7か月分の 1か月平均

⑥　居住系のサービスの要介護度別の利用状況 
（単位：件／月）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は国保連合会で審査済の介護給

付費明細書の数

※件数は、審査決定した請求（介護給付費明細書等）の件数

※平成12～13年度は統計が無い。

※平成18年度は11か月分の 1か月平均、また、経過的要介護は要支援 2に含めている。

※令和元～ 2年度は当月サービス分
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12　介護給付費の支給状況等

⑴　介護給付費（介護予防を含む）の推移 
（単位：百万円）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元年度は「同（月報）」及び長寿社会課調
べ

※ 1　居宅サービス、地域密着型サービスには、それぞれ介護予防サービス、地域密着型介護予防サー
ビスを含む。

※ 2　平成12年度の居宅サービス、施設サービス及び平成18年度の地域密着型サービスは11か月分
※ 3　「その他」の内訳は、次のとおりである。

・高額介護(介護予防)サービス費
・高額医療合算介護(介護予防)サービス費 [平成20年 4 月サービス分からで平成21年 8 月から
支給申請受付]

・特定入所者介護(介護予防)サービス費 [低所得の施設入所者の補足給付、平成17年10月サー
ビス分から]

・審査支払手数料 等
ただし、第 1期及び第 2期の「計画」及び「計画比」においては、これらの費用は、居宅サービ

スに含む。
※ 4　平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護は、居宅サー

ビスから地域密着型サービスへ移行
※ 5　平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、介護予防サービスか

ら地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は
4月サービス分から）

⑵　構成割合
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　　資　料

⑴　介護給付費（介護予防を含む）の推移（つづき） 
（単位：百万円）

⑵　構成割合（つづき）
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13　県内保険料基準額（月額）の推移 
（単位：円／月）

資料：岡山県長寿社会課
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　　資　料

13　県内保険料基準額（月額）の推移（つづき） 
（単位：円／月）
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Ⅲ　県全体及び圏域別要介護認定者数等の見込み

※数値は、市町村介護保険事業計画を集計したもの

1　県全体

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県全体）
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　　資　料

2　県南東部圏域

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県南東部圏域）
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3　県南西部圏域

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（県南西部圏域）
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　　資　料

4　高梁・新見圏域

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（高梁・新見圏域）
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5　真庭圏域

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（真庭圏域）
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　　資　料

6　津山・勝英圏域

【前期高齢者数、後期高齢者数】‥
（単位：人）

【要支援・要介護認定者数】‥
（単位：人）

高齢者数及び要介護認定率の推計（津山・勝英圏域）
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Ⅳ　介護給付等対象サービスの利用実績等

1　介護サービス等給付費の全国平均との比較

次のグラフは、岡山県の第 1 号被保険者一人当たりの介護給付費の実績（令和元

（2019）年 9月サービス分）を、全国平均を100とした場合の指数で示して比較したも

のです。

訪問サービスと居宅介護支援･介護予防支援が全国平均を下回っています。それ以

外のサービスの多くは全国平均を上回っています。

⑴　給付費全体（予防給付を含む）

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

※地域密着型サービス（居住系）： 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の計

※地域密着型サービス（在宅系）：居住系を除く地域密着型サービスの計

※福祉用具・住宅改修サービス：福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修の計

※訪問サービス： 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

の計

※通所サービス：通所介護、通所リハビリテーションの計

※短期入所サービス：短期入所生活介護、短期入所療養介護の計
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　　資　料

⑵　在宅系のサービス　－　居宅サービス、介護予防サービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」

⑶　在宅系のサービス　－　地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」
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⑷　施設系・居住系のサービス

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」
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　　資　料

2　居宅サービス、介護予防サービス（居住系のサービスを除く。）

⑴　訪問介護

介護福祉士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・

食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の必

要な日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防訪問介護は、介護予防サービスから地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サービス分から）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑵　訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車等で居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行うサービ

スです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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　　資　料

⑶　訪問看護、介護予防訪問看護

主治医の指示に基づき、看護師又は保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士が居宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑷　訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション

主治医の指示に基づき、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、

心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法

その他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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　　資　料

⑸　居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師、管理栄養士

が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行うサービスです。

・医師、歯科医師：計画的・継続的な医学的・歯科医学的管理に基づく居宅介護

支援事業者等に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供や利用者等

に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等についての指導と

助言

・薬剤師：医師又は歯科医師の指示・薬学的管理指導計画に基づく薬学的な管理

と指導

・歯科衛生士、保健師、看護師、准看護師：訪問歯科診療を行った歯科医師の指

示・訪問指導計画に基づく口腔内の清掃又は有床義歯の清掃に関する指導

・管理栄養士：計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づく栄養指導

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※保険医療機関又は保険薬局の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指

定があったものとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑹　通所介護

老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉セ

ンター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等に関する相談と助言、健康状

態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。（利用

定員19人以上）

※利用定員19人未満は、地域密着型通所介護です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

※平成29年 4 月サービス分から、介護予防通所介護は、介護予防サービスから地域支援事業（介護予

防・日常生活支援総合事業）へ移行（一部市町村は、平成28年 3 月又は 4月サービス分から）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、通所介護と通所リハビリテーションの計
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　　資　料

⑺　通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所で、主治医の指示に基づき、心身

の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために理学療法、作業療法その

他必要なリハビリテーションを行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

注：介護予防通所リハビリテーションの計画及び実績は（人/月）、 1人当たりは利用日数（日/月）

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、通所介護と通所リハビリテーションの計

※介護老人保健施設、介護医療院の開設許可があったときに指定居宅サービス事業者の指定があった

ものとみなされる「みなし指定」の数を含む。

※保険医療機関の指定があったときに介護保険事業者（指定居宅サービス事業者）の指定があったも

のとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑻　短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人短期入所施設等に短期間入所させ、

入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練等を行うサービ

スです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、短期入所生活介護と短期入所療養介護の計



− 133 −

　　資　料

⑼　短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、診療所、療養病床を有す

る病院に短期間入所させ、看護、医学的管理の下における介護と機能訓練その他必

要な医療・日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成12年 4 月は、短期入所生活介護と短期入所療養介護の計

※保険医療機関（診療所、療養病床を有する病院に限る。）の指定があったときに介護保険事業者（指

定居宅サービス事業者）の指定があったものとみなされる「みなし指定」（平成30年度から）の数

を含む。

※介護老人保健施設、介護医療院の開設許可又は介護療養型医療施設の指定があったときに指定居宅

サービス事業者の指定があったものとみなされる「みなし指定」の数を含む。
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⑽　福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与

福祉用具（日常生活上の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具であって、

日常生活の自立を助けるもの）（車いすや特殊寝台等）のうち厚生労働大臣が定め

るものについて、福祉用具専門相談員の助言に基づき貸与するサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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　　資　料

⑾　特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

福祉用具のうち入浴や排せつに使用するもの（貸与になじまない腰掛便座、入浴

補助用具、簡易浴槽等）その他の厚生労働大臣が定めるものについて、福祉用具専

門相談員の助言に基づき販売するサービスです。

上記により特定福祉用具を購入したときに、現に特定福祉用具の購入に要した費

用の額の一部を支給します。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑿　住宅改修、介護予防住宅改修

手すりの取付け、段差解消その他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行っ

たときに、現に住宅改修に要した費用の額の一部を支給するサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均に12を乗じたもの
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　　資　料

⒀　居宅介護支援、介護予防支援

居宅介護支援は、居宅要介護者の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとと

もに、計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者その他の者と

の連絡調整その他の便宜の提供を行うサービスです。また、施設入所を要する場合

は施設への紹介その他の便宜の提供を行うサービスです。

居宅サービス計画は、居宅サービスや地域密着型サービス、必要な保健医療・福

祉サービス等の適切な利用等ができるよう、心身の状況・環境・本人や家族の希望

等を勘案し、利用する居宅サービス等の種類と内容・担当者、本人や家族の生活に

対する意向、総合的な援助の方針、健康上や生活上の問題点と解決すべき課題、居

宅サービス等の目標と達成時期・提供する日時・留意事項・負担額を定める計画です。

介護予防支援は、居宅要支援者の依頼を受けて介護予防サービス計画を作成する

とともに、計画に基づくサービスの提供が確保されるようサービス事業者その他の

者との連絡調整その他の便宜の提供を行うサービスです。

介護予防サービス計画は、介護予防サービスや地域密着型介護予防サービス、介

護予防・日常生活支援総合事業、介護予防に資する保健医療・福祉サービス等の適

切な利用等ができるよう、居宅サービス計画と同様の事項を定める計画です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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3　地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス（施設系・居住系のサービ

スを除く。）

⑴　定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、介護福祉

士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の

介護、これらに付随して行われる調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談

と助言その他の必要な日常生活上の世話を行うとともに、主治医の指示に基づき、

看護師又は保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問

し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うサービスです。

訪問介護と訪問看護を一体的に提供する事業所と、訪問看護を行う事業所と連携

して訪問介護を提供する事業所があります。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成24年 4 月サービス分から始まったサービス
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　　資　料

⑵　夜間対応型訪問介護

夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、介護福祉士等の

訪問介護員（ホームヘルパー）等が居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、

生活等に関する相談と助言その他の必要な日常生活上の世話を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑶　地域密着型通所介護

老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉セ

ンター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等に関する相談と助言、健康状

態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。（利用

定員19人未満）

※利用定員19人以上は、居宅サービスの通所介護です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成28年 4 月サービス分から、通所介護のうち小規模な通所介護や療養通所介護（利用定員19人未

満）が、居宅サービスの通所介護から地域密着型通所介護へ移行



− 141 −

　　資　料

⑷　認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護

認知症である利用者を対象に、老人デイサービスセンター、特別養護老人ホーム、

養護老人ホーム、老人福祉センター等で、入浴・排せつ・食事等の介護や、生活等

に関する相談と助言、健康状態の確認その他の必要な日常生活上の世話、機能訓練

を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）
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⑸　小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者の心身の状況や環境等に応じて、その選択に基づき、「通い」を中心として、

「訪問」や「泊まり」を組み合わせて提供するサービスです。

介護福祉士等の訪問介護員（ホームヘルパー）等の居宅への訪問、又はサービス

の拠点への通所や短期間宿泊により、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・

掃除等の家事、生活等に関する相談と助言、健康状態の確認その他の必要な日常生

活上の世話、機能訓練を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）



− 143 −

　　資　料

⑹　看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の組合せにより提供するサービスです。

小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、訪問看護を提供することができる事

業者が行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※平成24年 4 月サービス分から始まったサービス
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4　居住系のサービス

⑴　特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護

指定特定施設（特定施設であって、特定施設入居者生活介護に係る指定に係るも

の）に入居している要介護者・要支援者に対し、指定特定施設が、特定施設サービ

ス計画・介護予防特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護、

洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の日常生活上の世話・支援、

機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

※特定施設とは、有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームであって、地

域密着型特定施設でないものです。

有料老人ホームには、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を

含みます。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員（定員は、指定を受けた特定施設全体の入居定員）
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⑵　認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護

要介護者・要支援者であって認知症であるものに対し、認知症グループホーム（共

同生活住居）において、入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の世話・

支援、機能訓練を行うサービスです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員

※平成18年 3 月サービス分までは居宅サービス、平成18年 4 月サービス分から地域密着型サービス
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⑶　地域密着型特定施設入居者生活介護

指定地域密着型特定施設（地域密着型特定施設であって、地域密着型特定施設入

居者生活介護に係る指定に係るもの）に入居している要介護者に対し、指定地域密

着型特定施設が、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事

等の介護、洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談と助言その他の日常生活上の

世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービスです。

※地域密着型特定施設とは、特定施設であって入居者が要介護者とその配偶者等に

限られるもの（介護専用型特定施設）のうち、入居定員が29人以下のものです。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員
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5　施設系のサービス

⑴　介護老人福祉施設

入所定員30人以上の特別養護老人ホームであって、入所する要介護者（原則は要

介護 3〜 5）に対し、施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員

（参考）第 1号被保険者100人当たりの介護老人福祉施設の定員

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」、「令和元年介護サービス施設・事業所調査」
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⑵　介護老人保健施設

要介護者で、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営

むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に

基づき、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生

活上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員
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⑶　介護医療院

要介護者で、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計

画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他

必要な医療、日常生活上の世話を行う施設です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員

※平成30年 4 月サービス分から始まった施設サービス
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⑷　介護療養型医療施設

療養病床等を有する病院・診療所であって、療養病床等に入院する要介護者に対

し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介

護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行う施設です。

※法改正により、令和 5（2023）年度末が廃止期限とされています。また、平成24

（2012）年度から新規指定は行わないこととなっています。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員
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⑸　地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

入所定員29人以下の特別養護老人ホームであって、入所する要介護者（原則は要

介護 3〜 5）に対し、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴・排せつ・食事

等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う施

設です。

利用の状況

資料：平成30年度は厚生労働省「介護保険事業状況報告（年報）」、令和元～ 2年度は「同（月報）」

※令和 2年度の実績は 4月審査分～10月審査分の平均

事業者指定の状況（ 4月 1日現在の事業所数）

※令和 2年 4月の括弧内は、定員
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⑹　特別養護老人ホームの入所申込者数 
（単位：人）

○圏域別内訳

県南東部
 （単位：人）

県南西部
 （単位：人）

高梁・新見
 （単位：人）

真庭
 （単位：人）

津山・勝英
 （単位：人）

資料：岡山県長寿社会課

※県内の特別養護老人ホーム（地域密着型を含む。）に入所申込をしているものの、調査時点で当該

施設に入所していない県民の数

※重複申込等（複数の施設への申込、申込後の死亡等）を除いて、入所申込者の実数に近づけている。



− 153 −

　　資　料

⑺　ユニット型の入所定員の推移（圏域別）
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6　地域支援事業 
（単位：千円）

資料：岡山県長寿社会課

※ 令和 2（2020）年度実績は見込み額

地域支援事業の全体像

※介護（予防）給付の財源構成において、施設等給付の場合は、国20％、県17.5％
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Ⅴ　介護保険制度の概要

1　介護保険制度の仕組み

介護保険の保険者は、市町村であり、制度運営を主体として行い、国、県、医療保

険者、年金保険者が重層的に支え合う構造となっています。国と県は、財政負担を行

うほか、市町村の制度運営を支援します。サービス提供体制についても、市町村が「介

護保険事業計画」で定める目標の達成を支援します。
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2　保険給付の全体像

介護保険の保険給付（サービス）には、要介護者に対する介護給付、要支援者に対

する予防給付、市町村が独自に行う市町村特別給付があります。介護サービスの費用

は、一部を利用者が負担し、残りが介護保険から給付されます。ただし、施設サービ

ス等の食費・居住費・滞在費は原則として保険給付の対象外です。介護保険の給付は、

医療保険・後期高齢者医療制度の給付や公費負担医療制度等に優先しますが、労働災

害や公務災害については、その給付が介護保険に優先します。

また、市町村は、介護予防を目的とした地域支援事業を行うとともに、第 1号被保

険者の保険料（65歳以上の人が納める保険料）を財源として、被保険者や家族等の介

護者を対象として保健福祉事業を実施することができます。

利用者の自己負担

※ 1：在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額（保険対象費用の上限）が設定さ

れている。

※ 2：サービス計画作成等のケアマネジメント（居宅介護支援・介護予防支援）は全額が保険給付さ

れる。

※ 3：日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要

となる費用（例：理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など）
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3　介護サービスの利用の手続

被保険者が介護保険の給付を受けるためには、市町村の認定を受ける必要がありま

す。「要介護者」又は「要支援者」と認定された被保険者に対し、介護の必要の程度（及

び状態の維持・改善可能性）に応じたサービスが保険給付される仕組みです。「要介

護者」とは常時介護を必要とする状態の人、「要支援者」とは家事や身支度等の日常

生活に支援を必要とする状態の人です。市町村は、認定のための審査・判定の機関と

して、介護認定審査会を設置します。

サービス利用の手続
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介護給付等対象サービス等の種類
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4　介護保険制度の改正

介護保険制度は、法施行 5年目には制度が検証され、高齢者の自立支援と尊厳の保

持という基本理念を踏まえ、その持続可能性を高める改正が行われています。

介護保険制度の改正の経緯
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Ⅵ　計画策定の体制

1　市町村及び県関係部局相互間の連携

市町村ごとの要介護認定率や介護給付費の推移、広域型施設の市町村別利用状況等

の比較データを基に市町村の特徴を可視化するなどにより、市町村の計画策定を支援

しています。こうした過程を経て、市町村において推計されたサービスの種類ごとの

必要見込み量を積み上げて、県全体の推計を行っています。

また、医療、健康、地域福祉、障害福祉、住宅、災害対策に関する施策を所管する

部局が連携し、関係する他の計画との整合を図るとともに、調和を保っています。

2　岡山県介護保険制度推進委員会での審議と県民意見の募集

計画策定に当たり、学識経験者、保健医療福祉関係者、被保険者の代表等で構成す

る「岡山県介護保険制度推進委員会」において審議を行い、その結果を踏まえて、お

かやま県民提案制度（パブリック・コメント）により、広く県民から意見を募り、計

画に反映しています。

⑴　岡山県介護保険制度推進委員会設置要綱

（目的）

第 1条　介護保険制度の円滑な推進及び岡山県介護保険事業支援計画・岡山県高齢者保

健福祉計画の進捗状況の進行管理について関係者の幅広い参画により審議・検討を行

うため、岡山県介護保険制度推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第 2条　委員会は、次に掲げる事項について検討する。

⑴　岡山県介護保険事業支援計画の進行管理に関すること。

⑵　岡山県高齢者保健福祉計画の進行管理に関すること。

⑶　事業者指導・サービス評価の実施方策に関すること。

⑷　身体拘束ゼロ作戦の推進方策に関すること。

⑸　その他介護保険制度の推進に必要な事項に関すること。

（組織）

第 3条　委員会は、委員16名以内で組織する。

2　委員は、保健・医療・福祉の学識経験者、保険者・被保険者の代表、サービス事業

者等のうちから知事が委嘱する。

（会長及び副会長）

第 4条　委員会に、会長 1名及び副会長 1名を置き、委員の中から互選する。

2　会長は委員会を代表し、会務を総括する。

3　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
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（任期）

第 5条　委員の任期は 2年とする。

2　委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会議）

第 6条　委員会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2　委員会には、必要に応じて部会及び専門部会を置くことができる。

（意見の聴取）

第 7条　委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明を受け、

又は意見を聴くことができる。

（費用の弁償）

第 8条　委員の会議出席に要する費用は、岡山県が弁償する。

2　前項に規定する費用弁償の額及び支給方法は、別に定める。

（庶務）

第 9条　委員会の庶務は、岡山県保健福祉部長寿社会課において処理する。

（その他）

第10条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に

定める。

附　則

この要綱は、平成12年 4 月 1 日から施行する。

附　則

この要綱は、平成12年12月20日から施行する。

附　則

この要綱は、平成13年 4 月 1 日から施行する。

附　則

1　第 5条第 1項の規定にかかわらず、平成19年度指定に係る委員の任期は平成21年 3

月末までとする。

2　この要綱は、平成19年 7 月19日から施行する。

附　則

この要綱は、平成22年 4 月 1 日から施行する。
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⑵　委員名簿（令和3年3月現在）

敬称略　区分ごとに五十音順



− 163 −

　　資　料

Ⅶ　計画策定の経緯

○岡山県介護保険制度推進委員会の開催

第 1回　令和 2（2020）年 5月15日（書面開催）

第 2回　令和 2（2020）年10月19日

第 3回　令和 2（2020）年11月30日

第 4回　令和 3（2021）年 2月19日

○おかやま県民提案制度（パブリック・コメント）による県民意見の募集

令和 2（2020）年12月17日～令和 3（2021）年 1月18日

○市町村ヒアリングの実施

第 1回　令和 2（2020）年 8月18日～20日、24日～28日

第 2回　令和 2（2020）年 9月23日～25日、28日～30日


